
1 

 

 (様式２) 

  公共事業事前評価調書 

事 
 

業 
 

概 
 

要 

事 業 名 【港湾―１】山下ふ頭再開発事業 

場  所 

(所在地) 
中区山下町２７９番１地先ほか 

事業目的 

 

山下ふ頭再開発事業は、山下ふ頭の土地利用を転換し、都心臨

海部における新たな賑わい拠点を形成するため、公民連携により

事業を進めます。 

このうち、今回の「公共事業事前評価」の対象となる公共の事

業は、民間事業者による開発が可能となる環境を整えるため、既

存倉庫等の移転や、地区内外を連絡する道路、緑地等の基盤整備

を行います。 

 
 

公共 民間 

○倉庫等の移転調整 

○地区内外を連絡するインフラ

や緑地等の公共施設の整備 

○新たな建築物の整備 

○管理・運営体制の構築 

事業内容 

 

【計画地の案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画地 
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【計画地の諸元】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆倉庫等の移転補償・解体 

山下ふ頭では、公共上屋や民間倉庫などの物流施設が立地

し、現在も操業しています。 

山下ふ頭の土地利用転換を図るために、これらの既存倉庫等

の移転及び解体を行います。移転・解体を進めるにあたっては、

現在の物流機能に支障が生じないように配慮し、段階的に進め

ます。 
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◆道路、公園、交通ターミナル等の整備 

 ■道路等の整備 

○周辺地区とのアクセス・回遊性の向上 

現在、東京都心・羽田空港・東名方面とは首都高新山下出

入口、横羽線方面とは山下町出入口が近接していますが、地

区への自動車アクセスは、山下ふ頭交差点の 1か所のみです。

そのため、地区へのアクセスの向上を図るため、山下公園通

りからアクセスできるようルートの拡充を図ります。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○快適で回遊性のある歩行者動線の確保 

元町や中華街とペデストリアンデッキや地下道等でつなが

る、安全で快適な歩行者動線を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画地 
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■公園・緑地等の整備 

○緑豊かなオープンスペースと水際に沿ったプロムナード空

間の形成 

都心臨海部に連続する緑の軸線の機能拡充を図るため、山

下公園と一体となった緑豊かな緑地空間を形成するととも

に、水際線の連続した緑地・オープンスペースからなるプロ

ムナード及び山下公園とふ頭との一体利用を促進するデッキ

等を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通ターミナルの整備 

○観光拠点となる交通ターミナルの形成 

地区内外とのアクセス向上を図るため、地区の玄関口にふ

さわしい観光拠点となる交通ターミナルを形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

■その他の基盤整備（既存岸壁の補修） 

○客船や水上交通など新たな水上アクセスルートの形成 

水深 12ｍを有する岸壁を活用して、客船や大型クルーザーな

どの受け入れを図るため、老朽化した既存岸壁は補修を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業 

スケジュー

ル 

【移転補償・解体】 

平成 28 年度～  倉庫業者等への移転補償及び公共上屋等の解体 

【基盤整備】 

平成 28 年度     設計 

平成 29 年度～   工事 

 

平成 32 年（2020 年）の一部供用、平成 30 年代後半の全体供用を予

定。 

総事業費 

 

 

 

 

精査中 

計画地 
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事 業 の 

必 要 性 

① 必要性 

◆都心臨海部の再生・機能強化 

今後、横浜においては人口減少や超高齢社会の到来により、

右肩上がりであった成長の時代から転換期を迎え、生産年齢

人口の減少など、現在と比べ都市の活力が低下することが想

定されます。 

また、情報通信技術の飛躍的な進歩や交通利便性の向上か

ら、より良いビジネス・生活の場として人々が都市を選択す

る機会が増え、魅力の高い都市に人が集中し、更に都市間競

争が高まることが予想されます。特に、一極集中が進む東京

においては、品川新駅の周辺開発や、渋谷駅周辺の再開発等、

大規模開発が計画されており、今後の横浜のまちづくりを考

えるうえで重要な要素です。 

このような状況下において、横浜が引き続き、持続・発展

していくためには、横浜の最大の財産である都心臨海部を成

長エンジンとして機能を強化する必要があります。 

その中において、山下ふ頭の再開発は、敷地面積約 47ha と

いう広大な開発空間や静穏な水域に囲まれた優れた立地特性

を生かし、大規模集客施設の導入等による新たな賑わい拠点

を形成する必要があります。 

そして、その魅力を国内外に発信する絶好の機会となる、

オリンピック・パラリンピック東京大会の 2020 年の一部供用

を目指します。 

 

 

◆ミナトの質的転換 

物流のコンテナ化に伴い、物流拠点は本牧や大黒、南本牧

などの沖合に展開しているため、山下ふ頭の貨物船による取

扱貨物量は、大きく減少していますが、各コンテナターミナ

ルで扱うコンテナの開梱、梱包、保管など、バックヤードと

しての機能を有しています。 

また、計画地は、昭和 28 年に着工し、昭和 38 年に完成し、

すでに 50 年以上経過しており、施設の老朽化が進んできてい

ます。 

そこで、横浜港における物流機能の向上を図るため、老朽

化が進む既存倉庫の移転を進め、物流施設の再編・高度化が

求められています。 
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② 当該事業の上位計画及び関連計画 

・横浜市中期 4か年計画 2014-2017（平成 26 年 12 月策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標年次】 

2014（平成 26）年度から 2017(平成 29)年度までの４年間 

【概要】 

「誰もが安心と希望を実感でき、人も企業も輝く横浜

の実現」をめざし、平成 37 年を目標とする 4 つのまち

づくり戦略とそれを実現する 36 の施策により構成され

た計画。 

 

「山下ふ頭に関する記載」 

＜戦略３＞魅力と活力あふれる都市の再生 

：都心臨海部の再生・機能強化 

 ・横浜の成長エンジンとなる都心臨海部では、山下ふ頭

など新たな土地利用の展開、大規模集客施設の導入等

による快適で魅力的なまちづくりや観光・MICE 振興、

先進的な文化芸術創造都市の取組などにより、市民・

企業・行政が一体となり、世界中の人々や企業を惹き

つけ、都市の活力と賑わいを創出するまちづくりを推

進します。 

 ・2020 年（平成 32 年）に一部供用。 

 

＜施策２５＞魅力と活力あふれる都心部の機能強

化：山下ふ頭の再開発の推進 

 ・山下ふ頭が持つ優れた立地特性をいかし、大規模で魅

力的な集客施設の導入などを含め、都心臨海部におけ

る新たな賑わい拠点の形成に向けて再開発を推進し

ます。 

 

＜施策２６＞国際競争力の強化と市民生活を豊かに

する総合港湾づくり：市民が集い、憩う港の

活性化 

・山下ふ頭の再開発の推進や水際線を積極的に開放した

多様な水域利用の促進など、横浜港の一層の魅力向

上・賑わい創出を図ります。 
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■横浜港の機能配置 

 ①外港地区：コンテナ船の大型化や広大なターミナ

ル需要に対応する。(沖合展開) 

 ②内港地区：土地利用を転換し、新たな賑わい拠点

づくりを進める。 

・横浜港港湾計画（平成 26 年 12 月改訂） 

【目標年次】 

平成３０年代後半 

【概要】 

「国際競争力のある港」、「市民が集い、憩う港」、 

「安全・安心で環境にやさしい港」 

の３つの視点から、横浜港の将来像を示す。 

 

 

 

 

 

 

 「山下ふ頭に関する記載」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市民が集い、憩う港」 

○山下ふ頭では、物流主体の土地利用を見直し、市

街地との近接性など優れた立地特性を生かした新

たな賑わい拠点形成に向けて取り組みます。 

①山下公園との連続性を考慮した緑地やプロム

ナードの配置 

②大規模で魅力的な集客施設などの導入が可能

となる土地利用への転換 

 （埠頭用地⇒都市機能用地） 

○市民への積極的な水域の開放などを進めていくた

め、内港地区の静穏な水域にレクリエーション等

活性化水域を定める。 
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・横浜市都心臨海部再生マスタープラン（平成 27 年 2 月策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標年次】 

2050 年（平成 62 年）  

※第一段階の目標年次は 2025 年（平成 37 年） 

【概要】 

横浜駅周辺地区、みなとみらい２１地区、関内・関外地

区、山下ふ頭周辺地区、東神奈川臨海部周辺地区の５地区

において、近年における国家戦略プロジェクトや現在策定

中の計画等を踏まえ、都心臨海部における市の将来構想と

して策定。 

5 地区が連携し、一体的に機能することにより、まちづ

くりの更なる相乗効果が生まれ、都心臨海部全体の機能強

化を目指す。 

 

「山下ふ頭に関する記載」 

・山下ふ頭は主に「ホスピタリティ」「クリエイティビ

ティ」の都心機能の重点化を図る。 

 ・交流・エンターテイメント・スポーツなどの機能配置

を想定。 

・人々を惹き付ける新たな拠点づくりとして、大規模集

客施設の導入を図る。 

 

都心臨海部の機能配置とみなと交流軸・結節点の配置イメージ 
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③ 公的関与の必要性 

山下ふ頭の立地条件を生かした集客力の高い施設を導入し、賑

わいのある場を維持運営するには、適宜、市場ニーズを敏感かつ

的確に対応することが求められるため、民間のノウハウ・資源・

資金等を十分に活用する必要があります。 

しかし、民間事業者から選ばれる都市として、スピード感を持

って開発を進めるためには、公共も役割を担う公民連携事業によ

り進めます。 

公共は、民間開発を誘導できる環境を整えるため、最低限必要

となる基盤整備を実施することにより、山下ふ頭の民間事業者に

よる開発を誘導します。 
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事業の効果 

【都心臨海部全体の賑わいの創出】 

・都心臨海部の他地区にはない大規模な空間を生かし、大規模集

客施設をはじめ、文化・芸術・エンターテイメント・宿泊など

の施設を整備することにより、新たな賑わい拠点が形成され、

来街者が増加し、都心臨海部全体の魅力が向上します。また、

元町や中華街、山下公園通りなど山下ふ頭の周辺地区における

賑わいの効果も期待できます。 

 

【横浜港における物流機能の強化】 

・老朽化が進む山下ふ頭の物流施設を新山下や南本牧ふ頭などに

移転・更新し、物流機能を集約・再編することにより、輸出入

貨物の拡大に向け、迅速な輸配送及び高度な流通加工機能を有

する新たな物流拠点が形成され、横浜港のロジスティクス機能

の強化につながります。 

 

【周辺施設の集客力向上による経済効果や雇用の創出】 

・交通ターミナルを設けることにより、周辺地区である元町、中

華街、山下公園通り地区の利便性が高まり、集客力向上につな

がります。 

・建設投資に伴う経済効果、土地利用転換後の事業活動による新

たな雇用の創出などの経済効果、固定資産税等の税収増加など

様々な効果が期待されます。 

 

【水と緑を身近に感じる空間の創出】 

・山下公園と山下ふ頭内の緑地を一体的に整備することで、都心

臨海部に連続する緑の軸線の拡充を図ります。 

・豊かな水際線を生かし、水を身近に感じられるプロムナードを

形成することにより、賑わいと潤いのある憩いの空間が創出さ

れます。 

 

【地区内外の交通ネットワークの形成と歩行者回遊性の向上】 

・山下ふ頭にアクセスする道路を整備することにより、交通の分

散化が図られ、周辺地区との円滑な交通処理が可能となりま

す。 

・観光拠点となる交通ターミナルの整備により、国内外の玄関口

である羽田空港や成田空港から、山下ふ頭や周辺の観光地に来

られる方々のスムーズなアクセスを実現します。 

・また、交通ターミナルを拠点とし、都心臨海部や箱根及び富士

山などの観光地をつなぐことにより、地区および地区周辺の交

通利便性が向上します。 
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・自動車と歩行者の分離することにより、安全かつ快適な歩行者

空間が確保され、周辺地域の回遊性向上に寄与します。 

 

【客船や水上交通など新たな水上アクセスルートの形成】 

・国内外から客船や大型クルーザーにより訪れることが可能とな

り、みなとの賑わいに彩りを添えます。 

・水域を生かし、新たな水上交通ネットワークを形成することに

で多様な交通アクセスが可能となり、都心部の魅力向上に繋が

ります。 

 

 

【参考】山下ふ頭マスタープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境への配慮 

・施工中においては、低排出ガス型や低騒音型の機械を使用しま

す。 

・建設資材や設備等の確保に際してはグリーン購入を図ります。 

・再生材料の使用や道路照明等の LED 化など環境への配慮に努め

ます。 

・街の個性や街並みの特徴を把握し、工作物の色彩や材質などに

ついて、周辺建物の連続性を図ります。 
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地域の状況等 

倉庫業者や荷役業者など地元の方々に対して、計画の概要や移

転について、地元説明会を実施するとともに移転される方々の個

別面談を行うことにより、開発についての基本的なご理解をいた

だいております。今後、移転に向けて具体的な協議、調整を進め

てまいります。 

また、元町や中華街、山下公園通りなど周辺地域の方々に対し

ても事業のご説明を実施しております。 

引き続き、適宜、丁寧にご説明してまいります。 

事業手法 公共発注方式によります。 

その他  

添付資料 有 ・ ○無  

担当部署 
  港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発調整課 

 (℡ 671-7315 ) 

 

 


